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仕様書 
 

1. 業務名称 

 令和８年度路線バス代替交通（のつはるコミュニティバス）運行業務委託 

 

2. 履行場所 

 大分市大字野津原外 

 

3. 履行期間 

 令和８年４月１日から 令和９年３月３１日まで 

 

 

4. 運行内容 

① 事業の種別 

･･･「別紙１」 

② 運行の態様 

･･･「別紙１」 

③ 路線一覧 

 ･･･「別紙１」 

④ 路線図 

･･･「別紙２」 

⑤ 運行計画概要 

 ･･･「別紙３」 

⑥ 運行系統 

 ･･･「別紙４」 

 

⑦ 運行系統の運行回数、始発及び終発時刻（地方運輸局長が指定する時間帯ごと） 

 ･･･「別紙５」 

 

⑧ 停留所の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程 

  ･･･「別紙６」 

  運行便数 

地域 路線名 
便数（便/日） 

平日 土曜 日祝 

野津原 上原
かんばる

線
せん

 3 1 3(1) 

今市
いまいち

線
せん

 13 7 5  

河
こう

津原
づ ば る

線
せん

 3 - - 

今
いま

畑
はた

線
せん

 7(2) 2(2) 2(2) 

計 26(2) 10(2) 10(3) 

※（ ）内は全区間デマンド運行の便数 

※平日 239 日、土曜 54 日、日祝 71 日で運行する。（令和９年 1 月 1 日は運休） 

※業務カレンダー参照 
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 令和８年１２月３０日～３１日、令和９年１月２日～３日については、日祝運行として

いるが、接続する路線バスが特別ダイヤ（終日運休および一部運休）となった場合、当該

特別ダイヤの内容に応じて、本業務における運行便数を変更するものとする。 

 

5. 運行キロ・回送キロ 

《運行キロ》 

地域 路線名 
路線キロ 

（km） 

運行キロ（km/日） 

平日 土曜 日祝 

野津原 上原
かんばる

線
せん

 3.6 10.8 3.6 10.8 

今市
いまいち

線
せん

 16.7 217.1 116.9 83.5 

河
こう

津原
づ ば る

線
せん

 7.8 23.4 － － 

今
いま

畑
はた

線
せん

 6.3 44.1 12.6 12.6 

計 295.4 133.1 106.9 

※運行キロ＝路線キロ×便数 

 

《回送キロ》 

地域 路線名 
回送キロ 

（km/便） 

回送キロ（km/日） 

平日 土曜 日祝 

野津原 上原
かんばる

線
せん

 3.6 10.8 3.6 10.8 

今市
いまいち

線
せん

 8.1 105.3 56.7 40.5 

河
こう

津原
づ ば る

線
せん

 6.8 20.4 － － 

今
いま

畑
はた

線
せん

 6.3 44.1 12.6 12.6 

計 180.6 72.9 63.9 

※始発地（終着地）から野津原支所までの距離を回送キロとする。回送回数は便数と同じとする。 

 

6. 車両 

使用車両は、受注者が権限を有するジャンボタクシー車両（乗客定員９名）とし、事業

用自動車（緑ナンバー）であること。 

受注者は、ドライブレコーダーを使用車両に取り付け、運行中の車内外の状況を記録 

するものとし、交通事故や車内トラブル等が発生した場合は、必要に応じて、発注者が記

録内容を確認できるようにすること。 

なお、ジャンボタクシー車両には、本市の「路線バス代替交通運行管理システム」の車

載器を搭載すること。  

 

7. 運賃及び料金 

大分市地域公共交通運賃協議会で決定する。 

 

8. 運行に係る許可申請事務 

 受注者は、本業務を履行するにあたり、道路運送法第５条に規定される許可申請の事務、

その他運行に必要な準備を行うこととし、受注者が共同企業体である場合は、運行を行う

すべての構成員が許可申請等の実務を行い、代表構成員が事務を統括すること。 

 なお、許可申請の際は道路運送法第９条第４項に規定する運賃及び料金の届出もあわせ

て行うこととし、これに係る経費は受注者の負担とする。 
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9. 業務従事期間の制限 

 受注者が共同企業体である場合、代表構成員は、すべての構成員が原則 3 ヵ月以上の期

間を連続して運行に従事する体制を整えること。 

 

10. 委託料 

 本業務の委託料は、労務費（乗務員・事務員）、車両使用費、車両修繕費、燃料油脂費、

自動車税、自動車任意保険料のほか業務に必要な経費および消費税を含むものとする。 

 また、本業務において所定の運賃や料金を徴収した場合は、その運賃等収入額相当額を

委託料から差し引く、または受注者が発注者に別途納めるものとし、方法等については、

発注者と受注者が協議して定める。 

なお、本業務にかかるデマンド予約受付手数料は、予約受付の実績日数に応じて変更す

ることとする。 

 

11. 業務管理 

① 業務責任者 

 受注者は、本業務を履行するにあたり業務責任者を定め、緊急時および平常時の連

絡、情報伝達を円滑に行うための体制を整えること。 

受注者が共同企業体である場合、運行に従事する事業者を変更する際は、代表構成

員がすべての構成員と引継ぎ事項を共有し、その内容を記録するとともに発注者に報

告すること。 

 

② 業務従事者（乗務員・事務員） 

 受注者は、本業務に従事する者に対して業務上必要な指導や教育を実施すること。 

また、受注者は、利用者からデマンド運行の予約を受けるための連絡先を１つ設定

し、利用予約があった場合は、氏名、乗車停留所、乗車時刻、連絡先等必要な項目を

確認すること。詳細については発注者と受注者が協議して定める。 

 

③ 運行報告 

 運行する便ごとに運行状況等を記録した運転日報を作成し、運行を行った翌月１０

日頃までに発注者に提出すること。 

 なお、本業務に係る報告項目については、発注者から別途指示を行うものとする。 

 

④ 停留所 

 受注者は、停留所標識の破損等を発見した場合は、速やかに発注者に報告を行うと

ともに、適切な処置を行うこと。 

 なお、標識本体の作成、設置、修繕にかかる費用は発注者が負担する。 

 

⑤ 運賃徴収 

 受注者は、利用者から所定の運賃の徴収を行い適正に管理すること。 

 運賃を徴収する際は、利用者からの路線バス乗継利用の申告、大分市長寿応援バス

乗車証提示等へ対応し所定の運賃を徴収すること。 

 なお、徴収した運賃は毎日集計を行い、金額をまとめた日報等を作成すること。 

   

⑥ 定期券販売 

 受注者は、利用者が通勤通学往復定期券の購入を希望する場合は、利用期間に応じ

た所定の料金において販売を行う。 
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なお、販売場所、販売方法については発注者と協議し決定するものとし、販売にか

かる費用は受注者が負担する。 

 

⑦ 車両表示 

 受注者は、本業務の運行に使用する車両の両側面に、路線バス代替交通運行事業に

よる運行であることを明示するためマグネットシート（縦 300 ㎜×横 500 ㎜程度の大

きさ）を貼付すること。 

 受注者は、運行開始までに必要な数のマグネットシートを発注者からの支給を受け、

各車両に備えること。 

 

⑧ 事故対応および損害賠償 

 受注者は、本業務の運行により交通事故等の不測の事態が発生した場合は、利用者

及び関係者の安全確保を最優先して当該処理の収拾を図るとともに、速やかに発注者

に報告すること。 

 受注者は、本業の運行により利用者及び第三者に対して損害を与えた場合は、受注

者の責任においてすべての問題を解決し損害を賠償しなければならない。 

 

⑨ 車両待機場所の確保 

受注者は、本業務の運行に際し、必要に応じて、各便出発前の時刻調整を行うため

の車両待機場所を確保すること。 

 

⑩ 苦情対応 

 受注者は、利用者等からの苦情、意見、質問等の処理に関する体制を整備し、その

際は誠意をもって対応するとともに、発注者に速やかに報告を行うこと。 

 

⑪ 緊急時等の対応 

 受注者は、災害や祭事等により運行に影響が生じる可能性があると判断する場合は、

発注者との協議の上、対応について決定する。 

ただし、運行中に不測の事態に遭遇するなど緊急を要する場合は、受注者の判断に

おいて臨機応変に対応するとし、その後、速やかに発注者に報告すること。 

なお、発注者は、緊急時等の対応により運行便数に変更が生じる場合は、受注者と

の協議の上、業務内容を変更するものとする。 

 

12. 不当介入に対する措置 

受注者は、本業務の履行にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利す

ることとなるような社会通念上不当な要求または履行を妨げる行為（以下、不当介入とい

う。）を受けたときは、直ちに受注者に報告するとともに、警察に届け出なければならな

い。 

 

13. 個人情報の取扱い 

 個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

 

14. 接続路線バスのダイヤ改正等への対応 

 接続する路線バスにおいてダイヤ改正が行われた場合は、当該ダイヤ改正の内容を踏ま

え、必要に応じて本業務における運行便数及び運行時刻を変更するものとする。 
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15. その他 

 この仕様書について発注者と受注者の間で疑義が生じたとき及びこの仕様書に定めの

ない事項については、その都度、両者協議の上定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記）  

個人情報取扱特記事項  

 

第１ 基本的事項  

受注者は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

第２条第１項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第９項に規定す

る特定個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による業

務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害する

ことのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。  

第２ 秘密の保持  

受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は

不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後において

も同様とする。  

第３ 目的外利用及び提供の禁止  

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関し

て知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならな

い。  

第４ 再委託  

受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う

業務については自ら行うものとし、再委託（再委託先が受注者の子会社（会社法（平

成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場

合も含む。）してはならない。  

なお、発注者の承諾を得て受注者が再委託する場合において、受注者は、適正な

個人情報の取扱いのため、再委託先に対しこの特記事項を遵守させなければなら

ない。発注者の承諾を得て再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。  

第５ 複写又は複製の禁止  

受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を行う

ため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製し

てはならない。  

第６ 収集の制限  

受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業

務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な方法

により行わなければならない。  

また、情報システム等を使用し個人情報を収集するときは、当該情報システム等

にアクセスする権限を有する従事者の範囲と権限の内容を必要最小限にするとと

もに、当該個人情報の秘匿性等その内容に応じて認証機能を設定する等のアクセ

ス制御のために必要な措置を講じなければならない。  

 



第７ 適正管理  

受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅

失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を

講じなければならない。  

第８ 持ち出しの禁止  

  受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、受注者がこの

契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事務所その他の場所から個人情

報を持ち出してはならない。  

第９ 従事者の明確化  

  受注者は、この契約による業務に従事する者を明確にし、個人情報を取り扱う責

任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制について記載した書類を提出しなけ

ればならない。  

第１０ 従事者への監督及び教育  

  受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いに

ついて監督及び教育を行わなければならない。  

第１１ 従事者への周知  

受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後に

おいても当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に

利用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知させな

ければならない。  

第１２ 事故報告  

受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを

知ったときは速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約

が終了し、又は解除された場合においても同様とする。  

第１３ 資料等の返還及び消去  

受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自

らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、

又は解除された後直ちに発注者に返還し、若しくは引き渡し、又は消去するものと

する。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。  

第１４ 契約の解除及び損害賠償  

発注者は、受注者が法令に違反していると認められるとき、又はこの特記事項に

違反していると認められるときは契約の解除及び損害賠償の請求をすることがで

きる。  

第１５ 報告義務  

  受注者は、この特記事項の遵守状況及び委託業務の履行状況について発注者に

対して定期的に報告しなければならない。  

第１６ 検査  

発注者は、受注者がこの契約による業務を行うに当たり、受注者及び再委託先等

関係者に対し、取り扱っている個人情報の状況について随時検査することができ

る。  
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別紙１ 
令和８年度路線バス代替交通（のつはるコミュニティバス）運行業務委託 

 

1. 事業の種別 

 一般乗合旅客自動車運送事業 

 

2. 運行の態様 

 路線定期運行、路線不定期運行 

 

3. 路線一覧 

１． 

  起   点：大分市大字上詰１５６７の２先 

  終   点：大分市大字竹矢６０４の７先 

  粁   程：１４．６ｋｍ 

 

《内訳》 

  ① 

  起   点：大分市大字竹矢２２３０先 

  終   点：大分市大字竹矢字上原２３８３の１ 

  粁   程：０．６kｍ    幅   員：５．０ｍ 

  道路種別：県道（久住高原野津原線） 

  道路管理：大分県 

   

  ② 

  起   点：大分市大字上詰１５６７の２先 

  終   点：大分市大字今市１０９４の１先 

  粁   程：３．６ｋｍ    幅   員：５．０ｍ 

  道路種別：県道（久住高原野津原線） 

  道路管理：大分県 

 

  ③ 

  起   点：大分市大字今市１０９４の１先 

  終   点：大分市大字石合８０１の２先 

  粁   程：２．２ｋｍ    幅   員：４．９ｍ 

  道路種別：市道（石合原今市線外１路線） 

  道路管理：大分市 

 

  ④ 

  起   点：大分市大字石合８０１の２先 

  終   点：大分市大字下原字原村岩１５０７先 

  粁   程：４．８ｋｍ    幅   員：６．０ｍ 

  道路種別：国道（４４２号） 

  道路管理：大分県 
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  ⑤ 

  起   点：大分市大字下原字原村岩１５０７先 

  終   点：大分市大字竹矢２２７９の１先 

  粁   程：１．５ｋｍ    幅   員：４．１ｍ 

  道路種別：市道（原村線） 

  道路管理：大分市 

 

 

  ⑥ 

  起   点：大分市大字竹矢２２７９の１先 

  終   点：大分市大字竹矢１３８１先 

  粁   程：１．７ｋｍ    幅   員：６．０ｍ 

  道路種別：国道（４４２号） 

  道路管理：大分県 

 

  ⑦ 

  起   点：大分市大字竹矢１３８１先 

  終   点：大分市大字竹矢６０４の７先 

  粁   程：０．２ｋｍ    幅   員：５．０ｍ 

  道路種別：法定外道路 

  道路管理：大分市 

 

 

 

２． 

  起   点：大分市大字福宗１９６５先 

  終   点：大分市大字野津原８００先 

  粁   程：６．３ｋｍ  

 

《内訳》 

  ⑧ 

  起   点：大分市大字福宗１９６５先 

  終   点：大分市大字太田１１３８の２先 

  粁   程：０．７ｋｍ    幅   員：６．０ｍ 

  道路種別：県道（湛水狭間線） 

  道路管理：大分県 

 

  ⑨ 

  起   点：大分市大字太田１１３８の２先 

  終   点：大分市大字竹矢２９７７の１先 

  粁   程：４．４ｋｍ    幅   員：４．９ｍ 

  道路種別：市道（竹の内三国境線外１路線） 

  道路管理：大分市 

 

   



3 
 

  ⑩ 

  起   点：大分市大字竹矢２９７７の１先 

  終   点：大分市大字野津原８００先 

  粁   程：１．２ｋｍ    幅   員：６．０ｍ 

  道路種別：国道（４４２号） 

  道路管理：大分県 



今畑

野津原支所

野津原公民館

上原

河津原

今市

竹の内

路線図

③

4.9 ｍ キロ程： 2.2 km
市道（石合原今市線外１）

申 請 路 線
大分市大字今市1094の1先

大分市

起 点 ：
終 点 ： 大分市大字石合801の2先
道 路 種 別 ：
道 路 幅 員 ：
道路管理者：

④

6.0 ｍ キロ程： 4.8 km

申 請 路 線
起 点 ： 大分市大字石合801の2先
終 点 ：

道 路 幅 員 ：
道路管理者： 大分県

大分市大字下原字原村岩1507先
道 路 種 別 ： 国道（442号）

⑤

4.1 ｍ キロ程： 1.5 km
道 路 種 別 ： 市道（原村線）
道 路 幅 員 ：
道路管理者： 大分市

申 請 路 線
起 点 ： 大分市大字下原字原村岩1507先
終 点 ： 大分市大字竹矢2279の1先

①

5.0 ｍ キロ程： 0.6 km
大分県

申 請 路 線
起 点 ：
終 点 ：
道 路 種 別 ：
道 路 幅 員 ：
道路管理者：

大分市大字竹矢2230先
大分市大字竹矢字上原2383の1
県道（久住高原野津原線）

⑧

6.0 ｍ キロ程： 0.7 km
県道（湛水狭間線）

申 請 路 線
起 点 ： 大分市大字福宗1965先
終 点 ： 大分市大字太田1138の2先
道 路 種 別 ：
道 路 幅 員 ：
道路管理者： 大分県

⑥

6.0 ｍ キロ程： 1.7 km道 路 幅 員 ：
道路管理者： 大分県

申 請 路 線
起 点 ： 大分市大字竹矢2279の1先
終 点 ： 大分市大字竹矢1381先
道 路 種 別 ： 国道（442号）

⑨

4.9 ｍ キロ程： 4.4 km
市道（竹の内三国境線外１）

道 路 幅 員 ：
道路管理者： 大分市

申 請 路 線
起 点 ： 大分市大字太田1138の2先
終 点 ： 大分市大字竹矢2977の1先
道 路 種 別 ：

⑦

5.0 ｍ キロ程： 0.2 km
道路管理者： 大分市

申 請 路 線
起 点 ： 大分市大字竹矢1381先
終 点 ： 大分市大字竹矢604の7先
道 路 種 別 ： 法定外道路
道 路 幅 員 ：

凡例

国道 起点・終点

県道 経過地

　
市道

その他

⑩

6.0 ｍ キロ程： 1.2 km

終 点 ： 大分市大字野津原800先
道 路 種 別 ： 国道（442号）
道 路 幅 員 ：
道路管理者： 大分県

申 請 路 線
起 点 ： 大分市大字竹矢2977の1先

別紙２

１

湛水

②

5.0 ｍ キロ程： 3.6 km

申 請 路 線
起 点 ： 大分市大字上詰1567の2先
終 点 ： 大分市大字今市1094の1先
道 路 種 別 ： 県道（久住高原野津原線）
道 路 幅 員 ：
道路管理者： 大分県



別紙３

申 請 者 名

住 所

届 出 日

未　定

運 行 計 画 概 要 書

1 系統名 上原線

未　定

令　和　８年　　　月　　　日

番号

届 出 内 容

運 行 系 統

・往路　日祝日14：03発は電話予約が必要
・復路　「上原-宮脇」間は降車専用かつ乗客が０人になれば運行を終了

運 行 系 統
番号 2 系統名 今市線

起点 湛水 （主な経過地） 今市、竹の内 終点

起点 終点（主な経過地）

届 出 内 容

・往路　平日10：38発以降、「湛水-上詰」間は電話予約が必要
・往路　土曜日12：12発以降および日祝日16：18発は、「湛水-上詰」間は電話予
約が必要
・復路　「湛水-上詰」間は降車専用かつ乗客が０人になれば運行を終了

運 行 系 統
番号 3 系統名

系統名 今畑線

起点 河津原 （主な経過地）

野津原支所

竹の内 野津原支所上原

河津原線

届 出 内 容

・往路　平日10：57発、土日祝日は電話予約が必要
・復路　平日15：47発、土日祝日は電話予約が必要
・復路　「今畑-矢貫」間は降車専用かつ乗客が０人になれば運行を終了

終点 野津原支所

終点 野津原支所

届 出 内 容

運 行 系 統
起点 今畑 （主な経過地） 竹の内

上原、竹の内

番号 4



運行系統図

（1）上原線 （2）今市線 （3）河津原線 （4）今畑線

往↓ ↑   往↓ ↑   往↓ ↑   往↓ ↑   

　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑復 　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   　 ↓ ↑   　 ↓ ↑復

　 ↓ ↑   　 ↓ ↑復

　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑   

　 ↓ ↑復

野津原中学校前

野津原公民館

小岩戸

上原

太田入口

矢の原

宮脇

野津原支所

上原

太田入口

矢の原

宮脇

湛水

下町

今市

上町

別紙４

野津原中学校前

野津原公民館

野津原支所

今市連絡所前竹の内

原村

岩下

太田入口

石合原

日向

今市入口

山中

下山中

上詰

河津原

下詰

岩下

原村

小岩戸

上原

矢の原

宮脇

竹の内

野津原中学校前

野津原公民館

野津原支所

下詰

河津原

野津原支所

今畑

三国境

本福宗入口

上篭の台

篭の台

迫

福宗

矢貫

竹の内

野津原中学校前

野津原公民館

竹の内



別紙５

系統
番号

系統名 起点
主たる
経過地

終点 キロ程
期間

曜日等
始発
時間

終発
時間

備考
系統の新設
・廃止・変更

７時台～8時台 9時台～16時台 17時台～18時台 19時台～翌0時台 １日 1.5

往 6:57 6:57 6:57

復 10:24　12:18 10:24 12:18

往 3.6km ７時台～8時台 9時台～16時台 17時台～18時台 19時台～翌0時台 １日 0.5

往

復 3.6km 復 14:47 14:47 14:47

７時台～8時台 9時台～16時台 17時台～18時台 19時台～翌0時台 １日 1.0

往 11:33　(14:03) 11:33 11:33

復 14:53 14:53 14:53

７時台～8時台 9時台～16時台 17時台～18時台 19時台～翌0時台 １日 6.5

往 6:07 7:26　8:45 10:38　13:18　15:19 6:07 15:19

復 11:06 13:37 15:38 16:48 18:12 18:57 19:58 11:06 19:58

往 16.7km ７時台～8時台 9時台～16時台 17時台～18時台 19時台～翌0時台 １日 3.5

往 6:50 8:58 12:12　15:36 6:50 15:36

復 16.7km 復 12:27 16:47　18:54 12:27 18:54

７時台～8時台 9時台～16時台 17時台～18時台 19時台～翌0時台 １日 2.5

往 8:40 16:18 8:40 16:18

復 12:03 17:24　18:39 12:03 18:39

７時台～8時台 9時台～16時台 17時台～18時台 19時台～翌0時台 １日 1.5

往 7:13 9:58 7:13 9:58

復 9:07 9:07 9:07

往 7.8km ７時台～8時台 9時台～16時台 17時台～18時台 19時台～翌0時台 １日 0.0

往

復 7.8km 復

７時台～8時台 9時台～16時台 17時台～18時台 19時台～翌0時台 １日 0.0

往

復

７時台～8時台 9時台～16時台 17時台～18時台 19時台～翌0時台 １日 2.5

往 7:48 8:55 (10:57) 7:48 8:55

復 10:26　13:46　(15:47) 17:25 10:26 17:25

往 6.3km ７時台～8時台 9時台～16時台 17時台～18時台 19時台～翌0時台 １日 0.0

往 (9:15)

復 6.3km 復 (14:57)

７時台～8時台 9時台～16時台 17時台～18時台 19時台～翌0時台 １日 0.0

往 (11:18)

復 (14:55)

4 今畑 今畑 竹の内
野津原
支所

2

3

土曜日

1時台～6時台

(　)路線不定期0

0

平日

日祝日

1時台～6時台

(　)路線不定期0

0

1時台～6時台

(　)路線不定期

土曜日

1時台～6時台

0

0

日祝日

1時台～6時台

0

0

平日

1時台～6時台

4

3

3 河津原線 河津原
上原、
竹の内

野津原
支所

2

1

1

2

6

7

2

3

土曜日

1時台～6時台

0

1

運行系統ごとに地方運輸局長が指定する時間帯ごとの運行回数並びに始発及び終発時刻

運行時間帯及び運行回数※
総運行
回数

1 上原線 上原 竹の内
野津原
支所

平日

1時台～6時台

日祝日

1時台～6時台

(　)路線不定期1

1

平日

土曜日

1時台～6時台

2 今市線 湛水
今市、
竹の内

野津原
支所

日祝日

1時台～6時台

1時台～6時台



停留所の名称及び位置並びに乗降起点間のキロ程

上原線

No 名称

往：大分市大字竹矢字上原2383の１ 計 3.6 km

復：同上

往：大分市大字竹矢2150-3先

復：同上

往：大分市大字竹矢2094-1先

復：同上

往：大分市大字竹矢1236先

復：同上

往：大分市大字竹矢1724先

復：同上

往：大分市大字竹矢2977の1先

復：大分市大字野津原632-5先

往：大分市大字野津原2885先

復：同上

往：大分市大字野津原800先

復：同上 計 3.6 km

今市線

No 名称

往：大分市大字上詰1309-7先　 計 16.7 km

復：同上

往：大分市大字今市3123-8先

復：同上

往：大分市大字今市2651-1先

復：同上

往：大分市大字今市2563-1先

復：同上

往：大分市大字今市1099の26先

復：同上

往：大分市大字今市1999先

復：同上

往：大分市大字今市613の2先

復：同上

往：大分市大字石合700-1先

復：同上

往：大分市大字今市152-3先

復：同上

往：大分市大字今市407先

復：同上

別紙６

位置 　キロ程（km）

1-1 上原
往↓

0.6 0.6

1-2 太田入口

0.2 0.2

1-3 矢の原

0.7 0.7

1-4 宮脇

0.5

野津原公民館

0.5 0.5

1-8 野津原支所
↑復

0.5

1-5 竹の内

0.4 0.4

1-6 野津原中学校前

0.7 0.7

1-7 

位置 　キロ程（km）

2-1 湛水
往↓

2.1 2.1

2-2 下町

0.5 0.5

2-3 今市

0.4 0.4

2-4 上町

0.8 0.8

2-5 今市連絡所前

0.2 0.2

1.4

2-7 日向

0.5 0.5

2-8 今市入口

0.4 0.4

2-9 山中

0.6 0.6

2-10 下山中
1.1 1.1

2-6 石合原

1.4

1



往：大分市大字今市97-3先

復：同上

往：大分市大字下原2579-1先

復：同上

往：大分市大字下原2738-1先

復：同上

往：大分市大字下原字原村岩1507先

復：同上

往：大分市大字下原1402の2先

復：同上

往：大分市大字下原943先

復：同上

往：大分市大字竹矢字上原2383の１

復：同上

往：大分市大字竹矢2150-3先

復：同上

往：大分市大字竹矢2094-1先

復：同上

往：大分市大字竹矢1236先

復：同上

往：大分市大字竹矢1724先

復：同上

往：大分市大字竹矢2977の1先

復：大分市大字野津原632-5先

往：大分市大字野津原2885先

復：同上

往：大分市大字野津原800先

復：同上 計 16.7 km

河津原線

No 名称

往：大分市大字下原2579-1先 計 7.8 km

復：同上

往：大分市大字下原2738-1先

復：同上

往：大分市大字下原字原村岩1507先

復：同上

往：大分市大字下原1402の2先

復：同上

往：大分市大字下原943先

復：同上

往：大分市大字竹矢字上原2383の１

復：同上

往：大分市大字竹矢2150-3先

復：同上

往：大分市大字竹矢2094-1先

復：同上

1.0

0.6

2-11 上詰

0.9 0.9

2-16 小岩戸

2-17 上原

0.8

0.5

1.0

0.8

2-13 下詰

1.0 1.0

2-14 岩下

0.9 0.9

2-12 河津原

2-15 原村

0.5

2-18 太田入口

0.2 0.2

2-19 矢の原

0.7 0.7

2-20 宮脇

0.6

2-23 野津原公民館

0.5 0.5

2-24 野津原支所
↑復

0.5 0.5

2-21 竹の内

0.4 0.4

2-22 野津原中学校前

0.7 0.7

位置 　キロ程（km）

3-1 河津原
往↓

0.8 0.8

3-2 下詰

1.0 1.0

3-3 岩下

0.9 0.9

3-4 原村

0.5 0.5

3-5 小岩戸

1.0 1.0

3-6 上原

0.6 0.6

3-7 太田入口

0.2 0.2

3-8 矢の原
0.7 0.7

2



往：大分市大字竹矢1236先

復：同上

往：大分市大字竹矢1724先

復：同上

往：大分市大字竹矢2977の1先

復：大分市大字野津原632-5先

往：大分市大字野津原2885先

復：同上

往：大分市大字野津原800先

復：同上 計 7.8 km

今畑線

No 名称

往：大分市大字太田1138の2先 計 6.3 km

復：同上

往：大分市大字太田998-2先

復：同上

往：大分市福宗字土灰瀬1929先

復：同上

往：大分市大字福宗2437先

復：同上

往：大分市大字福宗字下篭の台2354先

復：同上

往：大分市大字迫397先

復：同上

往：大分市大字福宗迫1251先

復：同上

往：大分市大字竹矢1724先

復：同上

往：大分市大字竹矢1724先

復：同上

往：大分市大字竹矢2977の1先

復：大分市大字野津原632-5先

往：大分市大字野津原2885先

復：同上

往：大分市大字野津原800先

復：同上 計 6.3 km

3-9 宮脇

0.5 0.5

0.5 0.5

3-13 野津原支所
↑復

位置 　キロ程（km）

3-10 竹の内

0.4 0.4

3-11 野津原中学校前

0.7 0.7

3-12 野津原公民館

4-1 今畑
往↓

0.7 0.7

4-2 三国境

0.4 0.4

4-3 本福宗入口

0.7 0.7

4-4 上篭の台

0.2 0.2

4-5 篭の台

1.2 1.2

4-6 迫

0.3 0.3

4-7 福宗

1.0 1.0

4-8 

0.7

4-11 野津原公民館

0.5 0.5

4-12 野津原支所
↑復

矢貫

0.2 0.2

4-9 竹の内

0.4 0.4

4-10 野津原中学校前

0.7

3



業務委託場所

業務委託名

図　 　　　面

作成年月日

縮　　 　　尺 図面番号

業務委託場所

令和８年度路線バス代替交通（のつはるコミュニティバス）運行業務委託

大　分　市　都　市　計　画　部　都　市　交　通　対　策　課

位置図

令和８年　１月　

大分市大字野津原外

図示 １　葉の内　１



令和８年度路線バス代替交通運行時刻表（案）　令和８年４月１日～　のつはるコミュニティバス　平日
※2026年4月の路線バスダイヤ改正により、コミュニティバスの運行便数や運行時刻の調整を行う場合があります。

電話予約が必要 全員降車で折り返し

●野津原支所行き
交

番

番

号

湛

水

下

町

今

市

上

町

今

市

連

絡

所

前

石

合

原

日

向

今

市

入

口

山

中

下

山

中

上

詰

河
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館

野
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支
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路
線
バ
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発
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刻

（

野
津
原
公
民
館
接
続
）

今市線 A 1 6:07 6:09 6:10 6:11 6:12 6:13 6:15 6:16 6:17 6:18 6:20 6:22 6:24 6:25 6:26 6:26 6:27 6:28 6:28 6:29 → → → → → → → → 6:30 6:30 6:32 6:33 6:37
上原線 A 2 6:57 6:58 6:58 6:59 → → → → → → → → 7:00 7:00 7:02 7:03 7:09
河津原線 A 3 7:13 7:15 7:16 7:17 7:17 7:18 7:19 7:19 7:20 → → → → → → → → 7:21 7:21 7:23 7:24 7:30
今市線 B 4 7:26 7:28 7:29 7:30 7:31 7:32 7:34 7:35 7:36 7:37 7:39 7:41 7:43 7:44 7:45 7:45 7:46 7:47 7:47 7:48 → → → → → → → → 7:49 7:49 7:51 7:52 8:05
今畑線 A 5 7:48 7:49 7:50 7:50 7:51 7:53 7:54 7:56 7:56 7:56 7:58 7:59 8:05
今市線 B 6 8:45 8:47 8:48 8:49 8:50 8:51 8:53 8:54 8:55 8:56 8:58 9:00 9:02 9:03 9:04 9:04 9:05 9:06 9:06 9:07 → → → → → → → → 9:08 9:08 9:10 9:11 9:17
今畑線 A 7 8:55 8:56 8:57 8:57 8:58 9:00 9:01 9:03 9:03 9:03 9:05 9:06 9:17
河津原線 B 8 9:58 10:00 10:01 10:02 10:02 10:03 10:04 10:04 10:05 → → → → → → → → 10:06 10:06 10:08 10:09 11:12
今市線 C 9 10:38 10:40 10:41 10:42 10:43 10:44 10:46 10:47 10:48 10:49 10:51 10:53 10:55 10:56 10:57 10:57 10:58 10:59 10:59 11:00 → → → → → → → → 11:01 11:01 11:03 11:04 11:12
今畑線 B 10 10:57 10:58 10:59 10:59 11:00 11:02 11:03 11:05 11:05 11:05 11:07 11:08 11:12
今市線 B 11 13:18 13:20 13:21 13:22 13:23 13:24 13:26 13:27 13:28 13:29 13:31 13:33 13:35 13:36 13:37 13:37 13:38 13:39 13:39 13:40 → → → → → → → → 13:41 13:41 13:43 13:44 13:51
今市線 C 12 15:19 15:21 15:22 15:23 15:24 15:25 15:27 15:28 15:29 15:30 15:32 15:34 15:36 15:37 15:38 15:38 15:39 15:40 15:40 15:41 → → → → → → → → 15:42 15:42 15:44 15:45 15:50

km1 - 4.9 2.1 0.5 0.4 0.8 0.2 1.4 0.5 0.4 0.6 1.1 0.9 0.8 1.0 0.9 0.5 1.0 0.6 0.2 0.7 0.5 0.4 0.6 0.6
km2 0.7 0.4 0.7 0.2 1.2 0.3 1.0 0.2 0.4 0.6 0.6
km3 0.5 0.2 0.7 0.5 0.4 0.6 0.6

min① 32 25 23 22 21 20 19 17 16 15 14 12 10 8 7 6 6 5 4 4 3 10 9 8 8 7 5 4 2 2 2 0 1

●上原、今市、今畑行き
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刻
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連
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河津原線 A 8:58 1 9:07 9:08 9:09 9:10 → → → → → → → → 9:11 9:12 9:12 9:13 9:14 9:14 9:15 9:16 9:18
上原線 A 10:22 2 10:24 10:25 10:26 10:27 → → → → → → → → 10:28 10:29 10:29 10:30
今畑線 B 10:22 3 10:26 10:27 10:28 10:29 10:29 10:31 10:32 10:34 10:35 10:35 10:36 10:37
今市線 A 10:22 4 11:06 11:07 11:08 11:09 → → → → → → → → 11:10 11:11 11:11 11:12 11:13 11:13 11:14 11:15 11:17 11:19 11:21 11:22 11:23 11:24 11:26 11:27 11:28 11:29 11:30 11:32
上原線 C 12:16 5 12:18 12:19 12:20 12:21 → → → → → → → → 12:22 12:23 12:23 12:24
今市線 C 13:35 6 13:37 13:38 13:39 13:40 → → → → → → → → 13:41 13:42 13:42 13:43 13:44 13:44 13:45 13:46 13:48 13:50 13:52 13:53 13:54 13:55 13:57 13:58 13:59 14:00 14:01 14:03
今畑線 B 13:35 7 13:46 13:47 13:48 13:49 13:49 13:51 13:52 13:54 13:55 13:55 13:56 13:57
今市線 B 15:36 8 15:38 15:39 15:40 15:41 → → → → → → → → 15:42 15:43 15:43 15:44 15:45 15:45 15:46 15:47 15:49 15:51 15:53 15:54 15:55 15:56 15:58 15:59 16:00 16:01 16:02 16:04
今畑線 C 15:36 9 15:47 15:48 15:49 15:50 15:50 15:52 15:53 15:55 15:56 15:56 15:57 15:58
今市線 B 16:46 10 16:48 16:49 16:50 16:51 → → → → → → → → 16:52 16:53 16:53 16:54 16:55 16:55 16:56 16:57 16:59 17:01 17:03 17:04 17:05 17:06 17:08 17:09 17:10 17:11 17:12 17:14
今畑線 C 17:21 11 17:25 17:26 17:27 17:28 17:28 17:30 17:31 17:33 17:34 17:34 17:35 17:36
今市線 C 18:08 12 18:12 18:13 18:14 18:15 → → → → → → → → 18:16 18:17 18:17 18:18 18:19 18:19 18:20 18:21 18:23 18:25 18:27 18:28 18:29 18:30 18:32 18:33 18:34 18:35 18:36 18:38
今市線 C 18:53 13 18:57 18:58 18:59 19:00 → → → → → → → → 19:01 19:02 19:02 19:03 19:04 19:04 19:05 19:06 19:08 19:10 19:12 19:13 19:14 19:15 19:17 19:18 19:19 19:20 19:21 19:23
今市線 C 19:56 14 19:58 19:59 20:00 20:01 → → → → → → → → 20:02 20:03 20:03 20:04 20:05 20:05 20:06 20:07 20:09 20:11 20:13 20:14 20:15 20:16 20:18 20:19 20:20 20:21 20:22 20:24

※路線バス発着時刻（2026.4.1ダイヤ改正時点）

参考資料



令和８年度路線バス代替交通運行時刻表（案）　令和８年４月１日～　のつはるコミュニティバス　土曜
※2026年4月の路線バスダイヤ改正により、コミュニティバスの運行便数や運行時刻の調整を行う場合があります。

電話予約が必要 全員降車で折り返し
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原
公
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接
続
）

今市線 D 1 6:50 6:52 6:53 6:54 6:55 6:56 6:58 6:59 7:00 7:01 7:03 7:05 7:07 7:08 7:09 7:09 7:10 7:11 7:11 7:12 → → → → → → → → 7:13 7:13 7:15 7:16 7:20
今市線 D 2 8:58 9:00 9:01 9:02 9:03 9:04 9:06 9:07 9:08 9:09 9:11 9:13 9:15 9:16 9:17 9:17 9:18 9:19 9:19 9:20 → → → → → → → → 9:21 9:21 9:23 9:24 9:30
今畑線 E 3 9:15 9:16 9:17 9:17 9:18 9:20 9:21 9:23 9:23 9:23 9:25 9:26 9:30
今市線 D 4 12:12 12:14 12:15 12:16 12:17 12:18 12:20 12:21 12:22 12:23 12:25 12:27 12:29 12:30 12:31 12:31 12:32 12:33 12:33 12:34 → → → → → → → → 12:35 12:35 12:37 12:38 12:42
今市線 E 5 15:36 15:38 15:39 15:40 15:41 15:42 15:44 15:45 15:46 15:47 15:49 15:51 15:53 15:54 15:55 15:55 15:56 15:57 15:57 15:58 → → → → → → → → 15:59 15:59 16:01 16:02 16:08

km1 - 4.9 2.1 0.5 0.4 0.8 0.2 1.4 0.5 0.4 0.6 1.1 0.9 0.8 1.0 0.9 0.5 1.0 0.6 0.2 0.7 0.5 0.4 0.6 0.6
km2 0.7 0.4 0.7 0.2 1.2 0.3 1.0 0.2 0.4 0.6 0.6
km3 0.5 0.2 0.7 0.5 0.4 0.6 0.6

min① 32 25 23 22 21 20 19 17 16 15 14 12 10 8 7 6 6 5 4 4 3 10 9 8 8 7 5 4 2 2 2 0 1
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刻
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今市線 E 12:25 1 12:27 12:28 12:29 12:30 → → → → → → → → 12:31 12:32 12:32 12:33 12:34 12:34 12:35 12:36 12:38 12:40 12:42 12:43 12:44 12:45 12:47 12:48 12:49 12:50 12:51 12:53
上原線 E 14:45 2 14:47 14:48 14:49 14:50 → → → → → → → → 14:51 14:52 14:52 14:53
今畑線 E 14:45 3 14:57 14:58 14:59 15:00 15:00 15:02 15:03 15:05 15:06 15:06 15:07 15:08
今市線 E 16:45 4 16:47 16:48 16:49 16:50 → → → → → → → → 16:51 16:52 16:52 16:53 16:54 16:54 16:55 16:56 16:58 17:00 17:02 17:03 17:04 17:05 17:07 17:08 17:09 17:10 17:11 17:13
今市線 E 18:52 5 18:54 18:55 18:56 18:57 → → → → → → → → 18:58 18:59 18:59 19:00 19:01 19:01 19:02 19:03 19:05 19:07 19:09 19:10 19:11 19:12 19:14 19:15 19:16 19:17 19:18 19:20

※路線バス発着時刻（2026.4.1ダイヤ改正時点）

参考資料



令和８年度路線バス代替交通運行時刻表（案）　令和８年４月１日～　のつはるコミュニティバス　日祝
※2026年4月の路線バスダイヤ改正により、コミュニティバスの運行便数や運行時刻の調整を行う場合があります。

電話予約が必要 全員降車で折り返し

●野津原支所行き
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連
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館
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刻
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）

今市線 F 1 8:40 8:42 8:43 8:44 8:45 8:46 8:48 8:49 8:50 8:51 8:53 8:55 8:57 8:58 8:59 8:59 9:00 9:01 9:01 9:02 → → → → → → → → 9:03 9:03 9:05 9:06 9:11
今畑線 F 2 11:18 11:19 11:20 11:20 11:21 11:23 11:24 11:26 11:26 11:26 11:28 11:29 11:43
上原線 F 3 11:33 11:34 11:34 11:35 → → → → → → → → 11:36 11:36 11:38 11:39 11:43
上原線 F 4 14:03 14:04 14:04 14:05 → → → → → → → → 14:06 14:06 14:08 14:09 14:13
今市線 F 5 16:18 16:20 16:21 16:22 16:23 16:24 16:26 16:27 16:28 16:29 16:31 16:33 16:35 16:36 16:37 16:37 16:38 16:39 16:39 16:40 → → → → → → → → 16:41 16:41 16:43 16:44 16:47

km1 - 4.9 2.1 0.5 0.4 0.8 0.2 1.4 0.5 0.4 0.6 1.1 0.9 0.8 1.0 0.9 0.5 1.0 0.6 0.2 0.7 0.5 0.4 0.6 0.6
km2 0.7 0.4 0.7 0.2 1.2 0.3 1.0 0.2 0.4 0.6 0.6
km3 0.5 0.2 0.7 0.5 0.4 0.6 0.6

min① 32 25 23 22 21 20 19 17 16 15 14 12 10 8 7 6 6 5 4 4 3 10 9 8 8 7 5 4 2 2 2 0 1
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今市線 F 12:01 1 12:03 12:04 12:05 12:06 → → → → → → → → 12:07 12:08 12:08 12:09 12:10 12:10 12:11 12:12 12:14 12:16 12:18 12:19 12:20 12:21 12:23 12:24 12:25 12:26 12:27 12:29
上原線 F 14:51 2 14:53 14:54 14:55 14:56 → → → → → → → → 14:57 14:58 14:58 14:59
今畑線 F 14:51 3 15:03 15:04 15:05 15:06 15:06 15:08 15:09 15:11 15:12 15:12 15:13 15:14
今市線 F 17:22 4 17:24 17:25 17:26 17:27 → → → → → → → → 17:28 17:29 17:29 17:30 17:31 17:31 17:32 17:33 17:35 17:37 17:39 17:40 17:41 17:42 17:44 17:45 17:46 17:47 17:48 17:50
今市線 F 18:37 5 18:39 18:40 18:41 18:42 → → → → → → → → 18:43 18:44 18:44 18:45 18:46 18:46 18:47 18:48 18:50 18:52 18:54 18:55 18:56 18:57 18:59 19:00 19:01 19:02 19:03 19:05

※路線バス発着時刻（2026.4.1ダイヤ改正時点）

参考資料



業　務　委　託　名　称 令和８年度路線バス代替交通（のつはるコミュニティバス)運行業務委託

施 行 年 度 令和８年度 設計年月 令和８年１月

見　積　参　考　資　料

業　務　委　託　場　所 大分市大字野津原外

業務委託費 ￥ （業務価格 ￥ )

大分市都市交通対策課

業　務　委　託　概　要

のつはるコミュニティバス運行業務　一式

・平日239日、土曜54日、日祝71日　計364日運行

・1日あたり運行便数　平日26便、土曜10便、日祝10便



費　目 区分 区分 単 位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　　　　　要
労務費（乗務員） 交番Ａ 日 239 平日運行 6.5時間/日

労務費（乗務員） 交番Ｂ 日 239 平日運行 10.5時間/日

労務費（乗務員） 交番Ｃ 日 239 平日運行 10.5時間/日

労務費（乗務員） 交番Ｄ 日 54 土曜運行 6.5時間/日

労務費（乗務員） 交番Ｅ 日 54 土曜運行 11時間/日

労務費（乗務員） 交番Ｆ 日 71 日祝運行 11時間/日

労務費（事務員） ヶ月 12 提出書類作成、法定手続き等

労務費（事務員） 日 364 予約手数料
（実績日数に応じて変更あり）

車両使用費 定員９名 ３台/月 式 1 運転業務３台
（車検時等に準備する代車費用を含む）

車両修繕費 式 1 点検･整備･清掃費用等

燃料油脂費 式 1 回送含む（137,014.8km）

車内備品費 ヶ月 12 車内清掃、清掃用品

車両保険料 任意保険料等 式 1 対人対物損害賠償保険料（1年間あたり）

その他経費 式 1 事務用品、光熱費、駐車場使用料、
融雪剤等

業務価格 式 1 千円未満切り捨て

消費税相当額 式 1 消費税率10％

業務委託費 式 1
大分市都市交通対策課

内訳表


